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神辺育成会通所支援事業所 

（放課後等デイサービス）運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 特定非営利活動法人神辺育成会が開設する神辺育成会通所支援事業所（以下「事業所」という。） 

において実施する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」）に基づく放課後等デイサ

ービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デイサービス」という。）の事業は、障がい児が

生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該児

の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行

うことを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 利用給付決定保護者（以下「保護者」という。）及び児童の意向、適性、障がいの特性その他の 

   事情を踏まえた放課後等デイサービス計画を作成し、これに基づき児童に対して指定放課後等デ

イサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を

講ずることにより適切かつ効果的な指定放課後等デイサービスを提供する。 

２ 利用する児童の意思及び人格を尊重して、常に当該児の立場に立った指定放課後等デイサービス 

の提供に努める。 

３ 地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、県、市町、障害者の日常生活及び社会生活を 

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害福祉サー 

ビスを行う者児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努 

める。 

４ 前３項のほか、広島県指定障害児通所支援の人員、設備及び運営の基準に関する条例に定める内 

容のほか関係法令を遵守し、事業を実施する。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名 称 神辺育成会通所支援事業所 

（２） 所在地 広島県福山市神辺町新徳田二丁目１６２番地    

 電話番号 ０８４－９６０－３７２２  FAX ０８４－９６０－３７２３ 

 

（従事者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従事者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（非常勤） 

管理者は、事業所の従事者の職種、員数及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従

事者に対し、法令等を遵守させる為必要な指揮命令を行う。 

（２）児童発達支援管理責任者 １名(常勤) 

     アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価を行い療育の実施に係る管理を行う。 
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（３）児童指導員 ６名（常勤２名・非常勤４名） 

   各種行事、プログラム等の企画並びに実施、利用児童及びその家族の各相談業務を行う。 

  

（営業日及び営業時間等） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日 月曜日から土曜日までとする。 

ただし、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月４日は、休日とする。 

  祝日については事業所が定める予定表による 

（２）サービス提供時間は、次の通りとする。 

平 日  ①１４時００分から１８時３０分までとする。 

     土曜日 ②  ９時３０分から１５時３０分までとする。 

又、学校の長期休業日等においては、９時３０分から１５時３０分までとする。 

   （３）事業所運営時間 

     平 日 ①１０時１５分から１９時までとする。 

     土曜日 ② ８時１５分から１７時までとする。 

 

（事業の実施区域） 

第６条 事業の実施区域は次のとおりとする。 

福山市（神辺町及び近郊地区） 

 

（利用定員） 

第７条 放課後等デイサービスの利用定員は、次のとおりとする。 

（１）一日の利用定員は１０名とする。 

 

（主たる対象者） 

第８条 放課後等デイサービスの対象者は、次のとおりとする。 

（１）障がい児 

 

（指定放課後等デイサービスの内容） 

第９条 事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。 

（１） 放課後等デイサービス計画の作成 

（２） 生活能力向上のために必要な訓練 

（３） 集団生活への適応訓練 

（４） レクリエーション行事 

（５） 送迎サービス 

（６） 相談及び援助等 

 

（内容及び手続説明及び同意） 
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第１０条 事業者は、利用児童の障がいの特性を配慮しつつ、サービスの提供の開始に際しては、あら

かじめ利用児童・保護者に対して運営規程の概要、職員の勤務体制、その他利用申込者の選択に

資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定放課後等デイサービ

スの開始について保護者の同意を得るものとする。 

 

（保護者から受領する費用の額） 

第１１条 放課後デイサービスを提供した場合の利用者負担額は、国の定める基準によるものとする。 

２ 利用料の受領については、利用児童の保護者に対して、あらかじめ当該サービスの内容及び費

用について文書で説明を行い、保護者の同意(記名・捺印)を得るものとする。 

  ３ 活動の中で、長期休暇中など食事提供サービスを受ける場合は 1 食あたり（300 円）を徴収する 

   ものとする。 

  ４ 行事などの実費（お小遣い・公共交通機関料金・入場料など）はその都度必要金額をお知らせし 

当日徴収するものとする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１２条 児童等が放課後等デイサービス事業のサービスを受ける際には、次の事項に留意する。 

  （１）利用児の体調・健康状態に異常がある場合には、その旨を申出ることとする。 

   （２）利用児の疾病で、利用児の主治医がサービス提供中に他の利用児に感染すると診断した場合、

サービスの利用はできないものとする。 

  （３）サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、

暴力行為その他、他の保護者及び児童に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。 

 

 （苦情解決） 

第１３条 提供した指定放課後等デイサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切 

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 

２ 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容などを記録する。 

３ 社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条により行う調査又はあっせん 

にできる限り協力する。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１４条 利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等

の措置を講ずるとともに管理者・保護者に報告を行う。 

   

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研

修の実施、苦情解決に関する体制を整備し、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知

等、虐待防止のための措置を講じるように努める。 

  ２ 虐待の防止に関する責任者   理事長 瀬良 京子 
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（非常災害対策） 

第１６条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに非常災害に対す

る具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期

的に職員に周知するものとする。 

  ２ 具体的な計画及び体制については「神辺育成会防災計画」に基づき実施する。 

 

（その他運営に関する事項） 

第１７条 従事者の資質向上のため、従事者の勤務年数・職掌に応じた研修を実施する。 

２ 従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用児童又は家族の秘密をもらしてはならない。 

３ 従事者は、業務上知り得た利用児童又は家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後も 

同様とする。 

４ 事業所は、職員・設備・及び会計に関する諸記録を整備する。 

５ 事業所は、利用児童に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した 

日から５年間保存する。 

６ この規程に定める事項のほか、事業所の運営・管理に関する必要な事項については、別に定め 

ることができるものとする。 

  

附則 

この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 24 年 9 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 25 年 12 月 25 日から施行する。 

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 28 年 6 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 28 年 11 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

 この規程は、平成 31 年 2 月 1 日から施行する。 

 この規程は、平成 31 年 4 月 8 日から施行する。 

 この規程は、令和元年  6 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


